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雛孝一一つ13年3．毎

舎鰻重溺態の考え寿を基本とも∴鶏控確言軸運舵の頼経を綾討
て諦窮を強弱
引証兼撼嬬溌翻醸輔澄寵触感

ニ蘇菟開発支緩私王
●裏

霊霊　三一一登へ－　．U

e篤重義意義書籍義軍農事置重機書館●℡at裏目日管貫き重き時日ofaを曹目地

デブリ叡錐を控え廃炉籠摺嬢
纏綿の可箆瞳．東経負邁嬢熊
が難持できるかが論点

シナリオ舌
圏

シナリオ言
語代わり

シナリオ事
故遼

蹟屋島塾鵜となら食い形で廉鯛
に係る資金を豪農腰離縁させる

救済策の背景

・原発事故費用の増大

・電力自由化
一総括原価主義に基づく電気料金（小売料金）

の撤廃
一原子力事業のリスクが高まる
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問題となった費用

・事故費用：東電救済策
一損害賠償

一事故炉廃炉費用

・一般廃炉

一残存簿価の減価償却費部分

一解体引当金の引当期間短縮にともなう費用

一廃炉費用の上振れ部分

SSS嚢
一㌢さ

時

三鵡l椎

第二段階の原発コストの国民転嫁策（新提案）飾中

韻書賠償費用

㊨蒸篭の送電難関の超過利潤の一部をあ
てる。

一舷負担金部分の「過去分」を全消費者

から回収（託送料金）
一舷廃　「計画外廃炉」の残存簿　託送料金で回収瑚競艇務めて醐護紳

※中岡貯蔵施設（国費）、除染（様式売却益）の枠組みはそのまま。
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「過去分」の考え方の提示と責任転嫁
‾　ヽ

3．家慮子方事轍に係る轍農への後えlこさする義絶の重り方

（1）纏篇・関

東家意力続き義一原子力豪農断（1F）の事握緩、慮手力書棚こ係る継続への後斉として、復調から存

在的ヽた原子力複義持教差に加えて篇たに原子力教書義教・農編暮夏標義持法（以下、「確越後標注」

とも吟。）が鱒足され、轟在、照達に基づき、照子九事築着が番年一定額盤の一触費担食を原子力機雷接

種・震頼義実機機構（以下、「廉購・食煽機構」という。）に録付している。撫子力強さ越機達の食言に篤み

れば、本業、こうした万一の簾の粛農への購えば、tF裏技以請から種僕されておくべきであったが、政府

は何ら刷展的な絡農を購じておらず（＝鯛食の不篇）、事興奮がそうした費用を料金原書に義人することも

なかった。

このような状溝の下で、約16年4月に小舞が全面自由化され、観重力への築館切登えにより一般書握

食を農塑しない義軍象が強如していることを糠まえ、義軍葉蘭の公平性筆の義貞から、lF事故請に確保さ

ねでおくべきであった電機への購え（以下、「遇去分」という。）の具纏の在り方について繊鯖を行った。

重量

（2）基本館な香え方

①過去分の意趣の在り方

錐桑、纏括震篇方式の下で曽暮れてきた軍籍事実においては、一触の事実と具なり、持家的な費用強

大リスクを具込ん繕自由な篇櫓盤定を行うことはできず、料金の嘉定峰点で合纏綿に重複もられた青黒以

外を糧食震竃に義人することは纏められていなかった。これは、規鯛料金の下で撒、全ての篇義家から掬

筆に費用を日収することとなるため、員じ軍書を縞翻した禦要葉蘭では不公平は生じないということを前提

として、その霊気を鵜照した鴫亀で鶴に要した費用く会纏綿に農機もられた費照）のみ料金麟軍への篇人

を鶴あるという考え方に基づく。

しかしながら．董去分を小乗料金のみで自億するとした場合、豊去に要義な軍籍を筆しく鞘翻してきたに

もかかわらず、原子力事実肴から築館を切り番えた書豪家は青提せず、引き鋤き京子九番興奮から書類

の線輪を憂げる霧豪家のみが全てを費捜していくこととなる。こうした書義家蘭の格差を震消し、公平健を

離農するためには、全書要義が筆しく美嚢していた後妻分について、全ての番要義が公平に賃担すること

が葉当であり、また、そうした持置観葉ずることが、標章の復興にも費するものと雷えられる．

圏
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艦機の教え（辰雄機構は基づく一触負担金）の員握の在り方

議題麗嬢親睦藷義

二＿二者㌻
l縞豊富披講瞳離産まれてあく†
代さであっ組曲農政教え 」十　一一　一一一　十一一°－山一ー

2011　　　　　　　　2016

（糎締ま成立）　　（全面自由化）

出所：資源エネルギー庁（柳1‘）「原子力損害賎賞の備えに関する負担の在り方について」11月柳田（第5回財務
会計ワーキンググルーズ資料5）

一般負担金とはどういうものか

・原子力事業者の相互扶助機能を維持するための事業

コスト

・国会で、「過去分」との説明はされてこなかった。

・「過去分」とする理論的根拠はない。

・国会では、安易な電気料金償上げにならないように

すると説明していた。
・「東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害

の賠償に関する政府の支援の枠組みについて」

（2011年‘月14日、閣議決定）でも同様。


